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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　近接無線通信を実行する通信モジュールと、
　前記通信モジュールが非接続状態の期間中に接続要求信号を送信し、近接状態である前
記通信モジュールと外部デバイスとの間の接続を確立する接続制御手段と、
　前記接続が確立された場合、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間のデータ転
送を実行する通信制御手段と、
　前記近接状態の解除による通信タイムアウトの発生または前記外部デバイスからの接続
解除要求信号の受信のいずれかのイベントが発生した場合、前記通信モジュールと前記外
部デバイスとの間の接続を解除する接続解除手段とを具備し、
　前記通信制御手段は、前記接続が確立された場合、前回の接続解除の要因が接続解除要
求信号の受信であり、前回の接続解除から所定時間内に前記接続が確立され、且つ、前記
通信モジュールに前回接続された第１外部デバイスと前記通信モジュールに新たに接続さ
れた前記外部デバイスとが同じデバイスである、という条件が成立するか否かを判定し、
前記条件が成立する場合に、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間のデータ転送
を実行せず、前記条件が成立しない場合に、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの
間のデータ転送を実行するように構成されていることを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記通信制御手段は、前記条件が成立する場合に前記通信モジュールと前記外部デバイ
スとの間の近接無線通信を続行するかをユーザに確認するためのメッセージをディスプレ
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イに表示し、前記近接無線通信を続行しないことがユーザによって指定された場合、前記
データ転送を実行しないことを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記通信制御手段は、前記条件が成立する場合に前記通信モジュールと前記外部デバイ
スとの間の近接無線通信を続行するかをユーザに確認するためのメッセージをディスプレ
イに表示し、前記近接無線通信を続行しないことがユーザによって指定された場合、前記
データ転送を実行せず、前記近接無線通信を続行することがユーザによって指定された場
合、前記データ転送を実行することを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項４】
　電子機器内に設けられた通信モジュールによって実行される近接無線通信を制御する通
信制御方法であって、
　前記通信モジュールが非接続状態の期間中に接続要求信号を送信し、近接状態である前
記通信モジュールと外部デバイスとの間の接続を確立する接続制御ステップと、
　前記接続が確立された場合、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間のデータ転
送を実行する通信制御ステップと、
　前記近接状態の解除による通信タイムアウトの発生または前記外部デバイスからの接続
解除要求信号の受信のいずれかのイベントが発生した場合、前記通信モジュールと前記外
部デバイスとの間の接続を解除する接続解除ステップとを具備し、
　前記通信制御ステップは、
　前記接続が確立された場合、前回の接続解除の要因が接続解除要求信号の受信であり、
前回の接続解除から所定時間内に前記接続が確立され、且つ、前記通信モジュールに前回
接続された第１外部デバイスと前記通信モジュールに新たに接続された前記外部デバイス
とが同じデバイスである、という条件が成立するか否かを判定し、
　前記条件が成立する場合に、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間のデータ転
送を実行せず、前記条件が成立しない場合に、前記通信モジュールと前記外部デバイスと
の間のデータ転送を実行することを特徴とする通信制御方法。
【請求項５】
　前記通信制御ステップは、前記条件が成立する場合に前記通信モジュールと前記外部デ
バイスとの間の近接無線通信を続行するかをユーザに確認するためのメッセージをディス
プレイに表示し、前記近接無線通信を続行しないことがユーザによって指定された場合、
前記データ転送を実行しないことを特徴とする請求項４記載の通信制御方法。
【請求項６】
　前記通信制御ステップは、前記条件が成立する場合に前記通信モジュールと前記外部デ
バイスとの間の近接無線通信を続行するかをユーザに確認するためのメッセージをディス
プレイに表示し、前記近接無線通信を続行しないことがユーザによって指定された場合、
前記データ転送を実行せず、前記近接無線通信を続行することがユーザによって指定され
た場合、前記データ転送を実行することを特徴とする請求項４記載の通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は近接無線通信を実行する電子機器および同機器に適用される通信制御方法に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ＩＣカード、携帯電話機等においては、ＮＦＣのような無線通信が利用され始め
ている。ユーザは、ＩＣカードまたは携帯電話をホスト装置のリーダ／ライタ部にかざす
といった操作を行うだけで、認証処理、課金等のための通信を容易に行うことが出来る。
【０００３】
　最近では、高速の通信が可能な新たな近接無線通信技術が開発され始めている。この新
たな近接無線通信技術は、認証、課金サービスのみならず、文書データ、画像データ、オ
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ーディオデータといったデータファイルをそれらデバイス間で交換することを可能にする
。
【０００４】
　特許文献１には、モバイル端末との間で近距離非接触通信による現金預け払い等の取引
処理を実行し、取引処理が完了したことに応答して、当該モバイル端末の動作機能をロッ
クするコマンドを発行する取引装置が開示されている。この取引装置は、モバイル端末が
取引処理後に第三者によって不正に利用されることを防止できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１４０１７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、デバイス間の近接無線通信を有用なものとするためには、デバイス同士を互
いに近づけるというタッチ操作のみをトリガに、それらデバイス間の接続を自動的に確立
し、そしてそれらデバイス間のデータ転送を自動的に開始されるようにすることが要求さ
れる。
【０００７】
　しかし、あるデバイスが他のデバイスに近接されたまま放置されると、例えば、これら
デバイス間のデータ転送が完了する度にこれらデバイス間が再接続されてしまい、この結
果、例えば、同一データの転送のような同じサービスが何度も繰り返し実行されしまう可
能性がある。
【０００８】
　本発明は上述の事情を考慮してなされたものであり、同じサービスが近接無線通信によ
って繰り返し実行されることを防止することができる電子機器および通信制御方法を提供
することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の課題を解決するために、上述の課題を解決するために、本発明の電子機器は、近
接無線通信を実行する通信モジュールと、前記通信モジュールが非接続状態の期間中に接
続要求信号を送信し、近接状態である前記通信モジュールと外部デバイスとの間の接続を
確立する接続制御手段と、前記接続が確立された場合、前記通信モジュールと前記外部デ
バイスとの間のデータ転送を実行する通信制御手段と、前記近接状態の解除による通信タ
イムアウトの発生または前記外部デバイスからの接続解除要求信号の受信のいずれかのイ
ベントが発生した場合、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間の接続を解除する
接続解除手段とを具備し、前記通信制御手段は、前記接続が確立された場合、前回の接続
解除の要因が接続解除要求信号の受信であり、前回の接続解除から所定時間内に前記接続
が確立され、且つ、前記通信モジュールに前回接続された第１外部デバイスと前記通信モ
ジュールに新たに接続された前記外部デバイスとが同じデバイスである、という条件が成
立するか否かを判定し、前記条件が成立する場合に、前記通信モジュールと前記外部デバ
イスとの間のデータ転送を実行せず、前記条件が成立しない場合に、前記通信モジュール
と前記外部デバイスとの間のデータ転送を実行するように構成されていることを特徴とす
る。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、同じサービスが近接無線通信によって繰り返し実行されることを防止
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
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【図１】本発明の一実施形態に係る電子機器のシステム構成を示すブロック図。
【図２】同実施形態の電子機器で用いられる通信制御プログラムの構成を示すブロック図
。
【図３】同実施形態の電子機器の外観を示す斜視図。
【図４】同実施形態の電子機器と外部デバイスとの間で実行される近接無線通信の例を示
す図。
【図５】同実施形態の電子機器に適用される、近接無線通信を制御するためのソフトエア
アーキテクチャの例を示す図。
【図６】同実施形態の電子機器で使用されるデバイスモードの例を説明するための図。
【図７】同実施形態の電子機器で使用される通信制御プログラムのステート遷移の例を示
す図。
【図８】２つのデバイス間で同じサービスが繰り返し実行される例を説明するための図。
【図９】２つのデバイス間で同じサービスが繰り返し実行される別の例を説明するための
図。
【図１０】同実施形態の電子機器によって実行される通信制御動作の例を説明するための
図。
【図１１】同実施形態の電子機器によって実行される通信制御処理の手順の例を説明する
ためのフローチャート。
【図１２】同実施形態の電子機器によって実行される通信制御動作の他の例を説明するた
めの図。
【図１３】同実施形態の電子機器によって実行される通信制御処理の手順の他の例を説明
するためのフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。
【００１３】
　図１は、本発明の一実施形態に係る電子機器の構成を示している。この電子機器１０は
、例えば、ポータブルコンピュータ、携帯電話、ＰＤＡ、オーディオプレーヤ、ＴＶ等と
して実現される。この電子機器１０は、システム制御部１１、メモリ１２、ストレージデ
バイス１３、入力部１４、液晶表示装置（ＬＣＤ）１５、サウンドコントローラ１６、ス
ピーカ１７、インジケータ１８、電源制御部１９、および近接無線通信デバイス２０を備
える。
【００１４】
　システム制御部１１は、電子機器１０内の各部の動作を制御する。システム制御部１１
は、メモリ１２、ストレージデバイス１３、入力部１４、ＬＣＤ１５、サウンドコントロ
ーラ１６、インジケータ１８、電源制御部１９、および近接無線通信デバイス２０に接続
されている。システム制御部１１は、ＣＰＵ１０１ａを備えている。
【００１５】
　ＣＰＵ１０１ａは、ストレージデバイス１３からメモリ１２にロードされる、オペレー
ティングシステムおよび各種アプリケーションプログラム／ユーティリティプログラムを
実行するプロセッサである。アプリケーションプログラム／ユーティリティプログラムの
中には、近接無線通信デバイス２０の通信動作を制御する通信制御プログラム１２ａ等が
含まれている。
【００１６】
　通信制御プログラム１２ａは、近接無線通信機能を有する任意の電子デバイス（外部デ
バイス）と近接無線通信デバイス２０との間の接続可能性を高め、且つたとえ近接無線通
信デバイス２０と外部デバイスとが近接状態のまま比較的長い間放置された場合であって
も同一のサービスが繰り返し実行されることを防止するための通信制御機能を有している
。
【００１７】
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　ストレージデバイス１３は、例えば、ハードディテスクドライブや不揮発性半導体メモ
リから構成されている。入力部１４は、ＣＰＵ１１１に与えるべきデータ及び指示を入力
するための入力デバイスである。この入力部１４は、例えば、キーボード、複数のボタン
スイッチ、またはポインティングデバイス等によって実現される。
【００１８】
　ＬＣＤ１５は、電子機器１０のディスプレイとして使用される表示装置である。サウン
ドコントローラ１６はＣＰＵ１０１ａから送信されるオーディオデータに対応する音を出
力するための音源回路である。サウンドコントローラ１６はＣＰＵ１０１ａから送信され
るオーディオデータをデジタルオーディオ信号からアナログオーディオ信号に変換し、そ
のアナログオーディオ信号をスピーカ１７に出力する。スピーカ１７はアナログオーディ
オ信号に対応する音を出力する。
【００１９】
　インジケータ１８は近接無線通信デバイス２０によって実行される近接無線通信の状態
（データ転送の開始、データ転送の終了等）を提示する。このインジケータ１８は、ＬＥ
Ｄのような発光部を備えている。
【００２０】
　電源制御部１９は、ＡＣアダプタ３０を介して外部から供給される電力、または電子機
器１０内に設けられたバッテリ１９ｂから供給される電力を用いて、電子機器１０内の各
部に電力を供給する。換言すれば、電子機器１０は、ＡＣ商用電源のような外部電源、ま
たはバッテリ１９ｂによって駆動される。ＡＣアダプタ３０は、電子機器１０内に設ける
ことも出来る。電源制御部１９は、ユーザによる電源スイッチ（Ｐ－ＳＷ）１９ａの操作
に応じて、電子機器１０をパワーオンまたはパワーオフする。
【００２１】
　近接無線通信デバイス２０は、近接無線通信を実行する通信モジュールである。近接無
線通信デバイス２０は、近接無線通信デバイス２０から所定の通信範囲内に存在する、近
接無線通信機能を有する別のデバイス（外部デバイス）と通信することができる。近接無
線通信デバイス２０と外部デバイスとの間の無線通信は、近接無線通信デバイス２０と外
部デバイスとが近接状態である場合、つまり近接無線通信デバイス２０と外部デバイスと
の間の距離が通信距離（例えば３ｃｍ）以内に接近している場合にのみ可能となる。近接
無線通信デバイス２０と外部デバイスとが通信距離以内に接近した時、近接無線通信デバ
イス２０と外部デバイスとの間の通信が可能となる。そして、近接無線通信デバイス２０
と外部デバイスとの間の接続（無線接続）を確立する動作が開始される。デバイス間の接
続（無線接続）が確立された後に、例えば、ＳＣＳＩ，ＯＢＥＸ、または他の汎用プロト
コルを用いたデータ転送といったサービスが、近接無線通信デバイス２０と外部デバイス
との間の近接無線通信によって実行される。
【００２２】
　近接無線通信においては、誘導電界が用いられる。近接無線通信方式としては、例えば
TransferJetを使用し得る。TransferJetは、UWBを利用した近接無線通信方式であり、高
速データ転送を実現することができる。
【００２３】
　近接無線通信デバイス２０はアンテナ２０ｂに接続されている。アンテナ２０ｂはカプ
ラと称される電極であり、誘導電界を用いた無線信号により、外部デバイスに対するデー
タの送受信を行う。外部デバイスがアンテナ２０ｂから通信距離（例えば３ｃｍ）以内の
範囲内に接近した場合、近接無線通信デバイス２０および外部デバイスそれぞれのアンテ
ナ（カプラ）間が誘導電界によって結合され、これによって近接無線通信デバイス２０と
外部デバイスとの間の無線通信が実行可能となる。なお、近接無線通信デバイス２０およ
びアンテナ２０ｂは、一つのモジュールとして実現し得る。
【００２４】
　次に、図２を参照して、通信制御プログラム１２ａの構成について説明する。
【００２５】



(6) JP 5450673 B2 2014.3.26

10

20

30

40

50

　通信制御プログラム１２ａは、接続制御プログラム１２１および接続制御ドライバ１２
２等を備えている。接続制御ドライバ１２２は近接無線通信デバイス２０と外部デバイス
との間の（物理的な）接続を制御するためのプログラムである。接続制御プログラム１２
１は、近接無線通信デバイス２０と外部デバイスとの間の接続の確立および解除を管理す
ると共に、近接無線通信デバイス２０と外部デバイスとの間のデータ転送のようなサービ
スの実行を制御する。
【００２６】
　接続制御プログラム１２１は、接続制御部１２３、通信制御部１２４、および接続解除
部１２５、ネゴシエーション停止部１２６等を備えている。接続制御部１２３は、例えば
、近接無線通信デバイス２０と外部デバイスとの間の接続を確立するためのプログラムモ
ジュールである。この接続制御部１２３は、近接無線通信デバイス２０が非接続状態であ
る場合、近接無線通信デバイス２０と近接状態にある外部デバイスを検出する。より詳し
くは、接続制御部１２３は、近接無線通信デバイス２０が非接続状態の期間中に、接続要
求信号を近接無線通信デバイス２０を介して送信し、近接状態である近接無線通信デバイ
ス２０と外部デバイスとの間の接続を確立する。通信制御部１２４は、近接無線通信デバ
イス２０と外部デバイスとの間の接続の確立に応答して、近接無線通信デバイス２０と外
部デバイスとの間の近接無線通信によって提供すべきサービスを決定するために外部デバ
イスとのネゴシエーションを実行する。そして、通信制御部１２４は、決定されたサービ
スを近接無線通信によって実行する。接続解除部１２５は、デバイス間の近接状態の解除
による通信タイムアウトの発生、または外部デバイスからの接続解除要求信号の受信のい
ずれかのイベントが発生した場合、近接無線通信デバイス２０と外部デバイスとの間の接
続を解除する。ネゴシエーション停止部１２６は、外部デバイスからの接続解除要求信号
の受信によって近接無線通信デバイス２０と外部デバイスとの間の接続が解除された後に
それら近接無線通信デバイス２０と外部デバイスとの間の接続が再確立された場合、通信
制御部１２４によるネゴシエーションの実行を停止するための処理を実行する。
【００２７】
　次に、図３を参照して、電子機器１０がポータブルパーソナルコンピュータとして実現
されている場合を想定して、電子機器１０の外観の例を説明する。
【００２８】
　図３は、電子機器１０の外観を示す斜視図である。電子機器１０は、本体４１と、ディ
スプレイユニット４２とを備えている。ディスプレイユニット４２は、本体４１の上面が
露出される開放位置と本体４１の上面がディスプレイユニット４２によって覆われる閉塞
位置との間を回動可能に本体４１に取り付けられている。ディスプレイユニット４２内に
は、上述のＬＣＤ１５が設けられている。
【００２９】
　本体４１は薄い箱状の筐体を有している。本体４１の筐体の上面には、キーボード１４
ａ、タッチパッド１４ｂ、インジケータ１８、電源スイッチ１９ａ等が配置されている。
【００３０】
　本体４１の上面、具体的には、本体４１の上面上のパームレストレスト領域４１ａの一
部は、通信面として機能する。すなわち、近接無線通信デバイス２０およびアンテナ（カ
プラ）２０ｂは、本体４１の上面のパームレストレスト領域４１ａに対向して本体４１内
に設けられている。アンテナ（カプラ）２０ｂは、本体４１の上面（具体的には、本体４
１の上面上のパームレストレスト領域４１ａの一部）を介して、無線信号（誘導電界）を
外部に出力するように配置されている。アンテナ（カプラ）２０ｂに対向する本体４１の
上面上の小領域、つまり本体４１の上面上においてアンテナ（カプラ）２０ｂの上方に位
置する小領域は、通信位置として使用される。
【００３１】
　ユーザは、例えば、近接無線通信機能を有する外部デバイスを本体４１のパームレスト
レスト領域４１ａ内の通信位置上にかざすという操作（タッチ操作）を行うことにより、
外部デバイスと電子機器１０との間のデータ転送のようなサービスを開始させることがで
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きる。
【００３２】
　図４は、携帯電話５０と電子機器１０との間で実行される近接無線通信の様子が示され
ている。携帯電話５０の筐体内には、例えば、その筐体の背面に対向して近接無線通信用
のアンテナ（カプラ）が設けられている。この場合、携帯電話５０の筐体の背面を電子機
器２０の本体４１のパームレスト領域上の通信位置にかざす（または携帯電話５をパーム
レスト領域上に置く）ことにより、携帯電話５０と電子機器１０との間の近接無線通信を
開始することが可能となる。
【００３３】
　次に、図５を参照して、近接無線通信デバイス２０を用いて実行される近接無線通信を
制御するためのソフトウェアアーキテクチャを説明する。
【００３４】
　図５のソフトウェアアーキテクチャは近接無線通信を制御するためのプロトコルスタッ
クの階層構造を示している。プロトコルスタックは、物理層（ＰＨＹ）、コネクション層
（ＣＮＬ）、プロトコル変換層（ＰＣＬ）、アプリケーション層から構成されている。
【００３５】
　物理層（ＰＨＹ）は物理的なデータ転送を制御する層であり、ＯＳＩ参照モデル内の物
理層に対応する。物理層（ＰＨＹ）の一部の機能または全ての機能は、近接無線通信デバ
イス２０内のハードウェアを用いて実現することもできる。
【００３６】
　物理層（ＰＨＹ）はコネクション層（ＣＮＬ）からのデータを無線信号に変換する。コ
ネクション層（ＣＮＬ）はＯＳＩ参照モデル内のデータリンク層およびトランスポート層
に対応しており、物理層（ＰＨＹ）を制御してデータ通信を実行する。コネクション層（
ＣＮＬ）は、上述の接続制御ドライバ１２２によって実現し得る。
【００３７】
　このコネクション層（ＣＮＬ）は、プロトコル変換層（ＰＣＬ）から受信される接続要
求、または外部デバイスから受信される接続要求に応じて、近接状態に設定されている近
接無線通信デバイス２０と外部デバイスとの間の（物理的な）接続（ＣＮＬ接続）を確立
するための処理を実行する。ここで、２つのデバイス（デバイス１，２）間のＣＮＬ接続
を確立するための手順の例について説明する。デバイス１，２の内、通信を開始したい側
のデバイス、例えばデバイス１は、接続要求信号（Ｃ_Ｒｅｑ）を無線送信するための処
理を実行する。この接続要求（Ｃ_Ｒｅｑ）には、デバイス１の固有のＩＤ（ＵＩＤ）を
含めることもできる。デバイス２は接続要求信号（Ｃ_Ｒｅｑ）を受信するための処理を
定期的に実行する。デバイス１とデバイス２とが近接状態である場合、デバイス２は、デ
バイス１から送信される接続要求信号（Ｃ_Ｒｅｑ）を受信することができる。接続要求
信号（Ｃ_Ｒｅｑ）を受信した時、デバイス２は、受信した接続要求信号（Ｃ_Ｒｅｑ）の
受託を示す応答信号（Ｃ_Ａｃｃ）をデバイス１に無線送信する。この応答信号（Ｃ_Ａｃ
ｃ）には、デバイス２の固有のＩＤ（ＵＩＤ）を含めることができる。デバイス１は、デ
バイス２から無線送信される応答信号（Ｃ_Ａｃｃ）を受信することができる。このよう
に、デバイス１とデバイス２との間で接続要求信号（Ｃ_Ｒｅｑ）および応答信号（Ｃ_Ａ
ｃｃ）を送受信することにより、デバイス１とデバイス２との間の接続（ＣＮＬ接続）が
確立される。
【００３８】
　プロトコル変換層（ＰＣＬ）は、ＯＳＩ参照モデル内のセッション層およびプレゼンテ
ーション層に対応しており、アプリケーション層と、コネクション層（ＣＮＬ）との間に
位置する。このプロトコル変換層（ＰＣＬ）は、上述の接続制御プログラム１２１によっ
て実現し得る。プロトコル変換層（ＰＣＬ）は、２つのデバイス間の接続を確立するため
に、アプリケーション層内の各アプリケーション（通信プログラム）の制御とコネクショ
ン層（ＣＮＬ）の制御を行う。
【００３９】
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　より詳しくは、プロトコル変換層（ＰＣＬ）は、複数種のアプリケーションプロトコル
（例えば、ＳＣＳＩ、ＯＢＥＸ、他の汎用プロトコル等）にそれぞれ対応した複数の通信
アダプタ（ＰＣＬアダプタ）と、プロトコル変換層（ＰＣＬ）の動作を制御するＰＣＬコ
ントローラとを含んでいる。ＰＣＬコントローラは、実行すべきサービスに対応するアプ
リケーションプロトコル（例えば、ＳＣＳＩ、ＯＢＥＸ、他の汎用プロトコル等）に応じ
て、複数の通信アダプタ（ＰＣＬアダプタ）の一つを起動する。起動されたＰＣＬアダプ
タは、そのＰＣＬアダプタに対応するアプリケーションプログラムのデータ（ユーザデー
タ）を、コネクション層（ＣＮＬ）が扱うことが出来る特定の伝送用データ形式に変換す
る。この変換処理により、どのアプリケーションプログラムによって送受信されるデータ
も、コネクション層（ＣＮＬ）が扱うことが可能なパケット（特定の伝送用データ形式の
データ）に変換される。このプロトコル変換層（ＰＣＬ）は、様々なアプリケーションプ
ロトコルを近接無線通信で利用することを可能にする。
【００４０】
　本実施形態においては、接続制御プログラム１２１によって実現されるＰＣＬコントロ
ーラは、図６に示されているような３つのデバイスモード（プロアクティブモード、リア
クティブモード、フレキシブルモード）をサポートしており、これら３つのデバイスモー
ドの内の１つのデバイスモードで動作し得る。
【００４１】
　プロアクティブモードは、ローカルデバイスと通信相手のデバイスとの間のデータ転送
等を目的に、能動的に接続要求信号（接続要求コマンド）を送信するモードである。通信
相手のデバイスは対向機器（ピアーデバイス）と称されることもある。例えば、近接無線
通信を利用してデータ転送等を行うためのアプリケーションプログラムが起動された時、
デバイスモードは、自動的にプロアクティブモードに遷移する。このプロアクティブモー
ドはいわゆるマスタとして機能し得るデバイスモードであり、プロアクティブモードのデ
バイスは、通信相手のデバイスを制御してデバイス間のデータ転送のようなサービスを実
行することができる。
【００４２】
　リアクティブモードは通信相手のデバイス（プロアクティブモードのデバイス、または
フレキシブルモードのデバイス）からの接続要求信号を待ち受けるモードである。このリ
アクティブモードはいわゆるスレーブとして機能するためのデバイスモードであり、リア
クティブモードのデバイスは、通信相手のデバイス（プロアクティブモードのデバイス、
またはフレキシブルモードのデバイス）の制御の下、デバイス間のデータ転送のようなサ
ービスを実行することができる。
【００４３】
　外部電源によって駆動できない携帯電話のようなモバイルデバイスのデフォルトのデバ
イスモードは、その電力消費を低減するために、リアクティブモードに設定されている。
ユーザの操作によってモバイルデバイス上であるアプリケーションプログラムが起動され
た時、そのモバイルデバイスは、リアクティブモードからプロアクティブモードに自動的
に遷移することができる。
【００４４】
　プロアクティブモードに設定されたデバイスは、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑを送信する。
一方、リアクティブモードのデバイスは通信相手のデバイス（プロアクティブモードのデ
バイス、またはフレキシブルモードのデバイス）からの接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑを受信す
るが、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑは送信しないので、電力消費は比較的少ない。
【００４５】
　フレキシブルモードは、ローカルデバイスと通信相手のデバイスとの間の接続を目的と
して、能動的に接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑを送信するモードである。このフレキシブルモー
ドは、通信相手のデバイスのデバイスモード（プロアクティブモードまたはリアクティブ
モード）に応じてローカルデバイスのデバイスモードを自動的にプロアクティブモードま
たはリアクティブモードに遷移させることが出来るモードである。
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【００４６】
　フレキシブルモードのデバイスは、通信相手のデバイスがプロアクティブモードであれ
ばリアクティブモードに遷移し、また通信相手のデバイスがリアクティブモードであれば
プロアクティブモードに遷移する。プロアクティブモードまたはリアクティブモードへの
遷移は、例えば、デバイス間のＣＮＬ接続が確立された後に実行される。
【００４７】
　例えば、ＡＣアダプタ電源のような外部電源によって駆動可能な、パーソナルコンピュ
ータのようなデバイスのデフォルトのデバイスモードはフレキシブルモードである。フレ
キシブルモードのデバイスは、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑを送信することができる。これに
より、例えば、ユーザが携帯電話のアプリケーションを何等操作せずにその携帯電話をパ
ーソナルコンピュータ（フレキシブルモードのデバイス）に近接させた場合でも、それら
デバイス間の接続を確立でき、さらに、プロアクティブモードに遷移するパーソナルコン
ピュータの制御の下、それらデバイス間のデータ転送のようなサービスを実行することが
できる。
【００４８】
　接続可能なデバイス間の組み合わせは、（１）プロアクティブモードのデバイスとリア
クティブモードのデバイスの組み合わせ、（２）プロアクティブモードのデバイスとフレ
キシブルモードのデバイスの組み合わせ、（３）フレキシブルモードのデバイスとリアク
ティブモードのデバイスの組み合わせ、のみである。各デバイスのデフォルトデバイスモ
ードはリアクティブモードまたはフレキシブルモードのどちらかである。
【００４９】
　次に、図７を参照して、本実施形態の接続制御プログラム１２１によって実現されるＰ
ＣＬコントローラのステータスの遷移について説明する。
【００５０】
　ＰＣＬコントローラは、非接続状態（unconnected）６１、接続中状態（connecting）
６２、接続済み状態（connected）６３の３つのステートのいずれかに遷移する。非接続
状態６１は、デバイス間が近接される前の状態、換言すれば近接無線通信デバイス２０と
どの外部デバイスとの接続も確立されていない状態である。近接無線通信デバイス２０が
外部デバイスから接続要求信号（Ｃ_Ｒｅｑ）または応答信号（Ｃ_Ａｃｃ）を受信した時
、ＰＣＬコントローラのステートは接続中状態（connecting）６２に遷移する
　接続中状態（connecting）６２はＣＮＬ接続を確立しているステートである。ＣＮＬ接
続の確立が完了すると、ＰＣＬコントローラのステートは接続済み状態（connected）６
３に遷移する。接続済み状態（connected）６３においては、ＰＣＬコントローラは、認
証、ネゴシエーション、サービス実行という３つのフェーズから構成される制御シーケン
スを開始する。つまり、ＰＣＬコントローラは、まず、認証フェーズにおいて通信相手の
デバイスを認証し、認証が成功すると、ネゴシエーションフェーズに入る。ＰＣＬコント
ローラは、ネゴシエーションフェーズにおいて通信相手のデバイスとのネゴシエーション
を実行し、提供すべきサービスを決定する。ネゴシエーションが成功すると、ＰＣＬコン
トローラは、サービス実行フェーズに入る。ＰＣＬコントローラは、ネゴシエーションに
よって決定されたサービスを、サービス実行フェーズにおいて実行する。
【００５１】
　より具体的には、接続済み状態（connected）６３には、例えば、認証中状態（authent
icating）７１、ネゴシエーション中状態（negotiating）７２、サービス実行中状態（ex
ecuting service）７３、サービス無し状態（no service）７４の４つのサブステート（
４つのフェーズ）が定義されている。
【００５２】
　認証中状態（authenticating）７１は上述の認証フェーズに相当する。認証中状態（au
thenticating）７１は接続相手のデバイスを認証する処理が行われている状態である。接
続相手のデバイスの認証が成功したならばＰＣＬコントローラのステートはネゴシエーシ
ョン中状態（negotiating）７２に遷移し、一方、デバイスの認証が失敗したならば、Ｐ
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ＣＬコントローラのステートはサービス無し状態（no service）７４に遷移する。
【００５３】
　ネゴシエーション中状態（negotiating）７２は上述のネゴシエーションフェーズに相
当する。ネゴシエーション中状態（negotiating）７２は、接続相手のデバイスとのネゴ
シエーションによって、近接無線通信デバイス２０と外部デバイスとの間の近接無線通信
によって提供すべきサービス（アプリケーションサービスとも云う）を決定する処理が行
われている状態である。ネゴシエーション中状態（negotiating）７２の期間中において
は、プロアクティブモードのデバイスの制御の下、例えば、実行すべきサービスに関する
情報（例えば、使用すべきＰＣＬアダプタの種類、使用すべきアプリケーションプロトコ
ルの種類、等）がデバイス間で交換され、これによって、デバイス間の近接無線通信によ
って実行すべきサービスが決定される。例えば、プロアクティブモードのデバイスは、そ
のデバイス上で実行されているアプリケーションプログラムに対応するサービスに関する
情報を通信相手のデバイス（リアクティブモードのデバイス）に通知し得、また通信相手
のデバイスは、通知されたサービスを、実行すべきサービスとして決定する。また、デフ
ォルトのデバイスモードがフレキシブルモードであるデバイスは、例えば、通信相手のデ
バイス（リアクティブモードのデバイス）に予め関連付けられたサービスを、実行すべき
サービスとして決定し、その決定したサービスに関する情報を通信相手のデバイスに通知
するようにしてもよい。
【００５４】
　ネゴシエーションが成功し、使用すべきサービスが決定されると、決定されたサービス
にそれぞれ対応するＰＣＬアダプタおよびアプリケーションプログラムが起動されるとと
もに、ＰＣＬコントローラのステートはサービス実行中状態（executing service）７３
に遷移する。ネゴシエーションが失敗すると、ＰＣＬコントローラのステートは、サービ
ス無し状態（no service）７４に遷移する。
【００５５】
　サービス実行中状態（executing service）７３は上述のサービス実行フェーズに相当
する。サービス実行中状態（executing service）７３は、データ転送のような決定され
たサービスが近接無線通信によって実行されている状態である。決定されたサービスの実
行が完了すると、ＰＣＬコントローラのステートはサービス無し状態（no service）７４
に遷移する。
【００５６】
　デバイス間の接続（ＣＮＬ接続）が解除（切断）されると、ＰＣＬコントローラのステ
ートは非接続状態（unconnected）６１に遷移される。デバイス間の接続の解除を引き起
こすイベントには、例えば、（１）近接状態の解除による通信タイムアウトの発生、（２
）通信相手のデバイスからの接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳの受信、の２種類がある。
【００５７】
　通信タイムアウトは、デバイス間の距離が通信範囲よりも離された後にデバイス間の通
信が所定のタイムアウト値以上途絶えることにより発生する。ＣＮＬ層は、接続済み状態
（connected）６３の期間中、例えば、通信相手のデバイスが通信範囲内に存在すること
を確認するためのコマンド（プローブコマンド等）を定期的に送信することができる（ポ
ーリング）。このコマンドを送信してから、このコマンドに対する通信相手のデバイスか
らの応答がタイムアウト値よりも長い間無い場合、ＣＮＬ層は、近接状態の解除による通
信タイムアウトが発生したことをＰＣＬ層に通知する。ＰＣＬコントローラは、例えば、
起動しているＰＣＬアダプタを停止する処理、起動しているアプリケーションを停止する
処理等を実行して、デバイス間の接続を解除し、そして非接続状態（unconnected）６１
に遷移する。
【００５８】
　接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳは明示的に接続の解除を要求するコマンドである。接続中
状態（connecting）６２にあるデバイスは、例えば、そのステートがサービス無し状態（
no service）７４である期間などにおいて、必要に応じて、通信相手のデバイスに対して
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接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳを送信することができる。
【００５９】
　通信相手のデバイスからの接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳを受信した時も、ＰＣＬコント
ローラは、通信タイムアウトが発生した場合と同様に、例えば、起動しているＰＣＬアダ
プタを停止する処理、起動しているアプリケーションを停止する処理等を実行して、デバ
イス間の接続を解除し、そして非接続状態（unconnected）６１に遷移する。
【００６０】
　本実施形態の電子機器１０はフレキシブルモードで動作することが出来る。換言すれば
、電子機器１０のデフォルトデバイスモードはフレキシブルモードであってもよい。した
がって、非接続状態（unconnected）６１の期間中においては、ＰＣＬコントローラは、
リアクティブモードのデバイスとの接続も確立できるようにするために、ＣＮＬ層を制御
して接続要求信号Ｃ－Ｒｅｑを送信する。
【００６１】
　非接続状態（unconnected）６１においては、電子機器１０のＰＣＬコントローラは接
続要求信号を送信する。しかし、通信タイムアウトに起因する接続の解除によってＰＣＬ
コントローラのステートが非接続状態（unconnected）６１に遷移した場合には、電子機
器１０に前回接続されていた通信相手のデバイスは通信範囲内にもはや存在しない。この
ため、たとえＰＣＬコントローラが接続要求信号を送信しても、ユーザがこの通信相手の
デバイスと電子機器１０とを再び近づけない限り、この通信相手のデバイスと電子機器１
０（近接無線通信デバイス２０）との間の接続が再び確立されることはない。
【００６２】
　一方、通信相手のデバイスからの接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳの受信に起因してＰＣＬ
コントローラのステートが非接続状態（unconnected）６１に遷移した場合には、この通
信相手のデバイスは電子機器１０（近接無線通信デバイス２０）に近接された状態のまま
維持されている可能性がある。このため、この通信相手のデバイスと電子機器１０（近接
無線通信デバイス２０）との間の接続が自動的に再確立されてしまう可能性がある。この
場合、この通信相手のデバイスと電子機器１０（近接無線通信デバイス２０）との間で、
前回接続時に実行されたデータ転送のようなサービスと同じサービスが再び実行されてし
まう可能性がある。通信相手のデバイスは、サービス無し状態（no service）７４に遷移
する度に、接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳを送信するかもしれない。この場合、同じサービ
スが何度も繰り返し実行されるという不具合が発生する。例えば、幾つかの同じデータフ
ァイルが通信相手のデバイスと電子機器１０（近接無線通信デバイス２０）との間で繰り
返し転送されるといった事態が発生するかもしれない。
【００６３】
　図８は、同じサービスが繰り返し実行されるシーケンスの例を示している。図８では、
デフォルトデバイスモードがフレキシブルモードであるデバイスＡとデフォルトデバイス
モードがリアクティブモードであるデバイスＢとの間の近接無線通信を想定している。
【００６４】
　（１）デバイスＡとデバイスＢとの間の接続が確立された後、デバイスＡのデバイスモ
ードはプロアクティブモードに遷移する。デバイスＡの制御の下、デバイスＡとデバイス
Ｂとの間でデータ転送が実行される。例えばデータ転送が完了した時に、デバイスＢは、
接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳ（切断コマンド）を送信するかもしれない。　
　（２）デバイスＡがデバイスＢからの接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳを受信した時、デバ
イスＡは、そのローカルデバイスのデバイスモードをデフォルトデバイスモードであるフ
レキシブルモードに変更する。　
　（３）デバイスＡは、対向機器を検出するために、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑを送信する
。デバイスＡは、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑに対する受託を示す応答信号Ｃ_Ａｃｃ（図中“
ＯＫ”）をデバイスＢから受信した時、デバイスＡとデバイスＢとの間の接続を確立する
。　
　（４）デバイスＡは、デバイスＢとのネゴシエーションによってサービスを決定し、例
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えば、デバイスＢに関連付けられたアプリケーションのようなアプリケーションを起動す
ると共に、自身のデバイスモードをプロアクティブモードに変更する。　
　（５）（４）で起動されたアプリケーションがファイル転送を開始する。データ転送が
完了した時に、デバイスＢは、接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳ（切断コマンド）を再び送信
するかもしれない。この結果、図８の点線で囲むシーケンス（再接続、データ転送）が繰
り返されてしまう。
【００６５】
　図９は、同じサービスが繰り返し実行されるシーケンスの例を示している。図９では、
フレキシブルモードのデバイスＡとプロアクティブモードに設定されたデバイスＢとの間
の近接無線通信を想定している。
【００６６】
　（１）デバイスＡとデバイスＢとの間の接続が確立された後、デバイスＡのデバイスモ
ードはリアクティブモードに遷移する。プロアクティブモードであるデバイスＢの制御の
下、デバイスＡとデバイスＢとの間でデータ転送が実行される。例えばデータ転送が完了
した時に、デバイスＢは、接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳ（切断コマンド）を送信するかも
しれない。　
　（２）デバイスＡがデバイスＢからの接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳを受信した時、デバ
イスＡは、そのローカルデバイスのデバイスモードをデフォルトデバイスモードであるフ
レキシブルモードに変更する。デバイスＢも、そのデフォルトデバイスモードであるリア
クティブモードに遷移する。
【００６７】
　（３）デバイスＡは、対向機器を検出するために、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑを送信する
。デバイスＡは、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑに対する受託を示す応答信号Ｃ_Ａｃｃ（図中“
ＯＫ”）をデバイスＢから受信した時、デバイスＡとデバイスＢとの間の接続を確立する
。　
　（４）デバイスＡは、デバイスＢとのネゴシエーションによってサービスを決定し、例
えば、デバイスＢに関連付けられたアプリケーションのようなアプリケーションを起動す
ると共に、自身のデバイスモードをプロアクティブモードに変更する。　
　（５）（４）で起動されたアプリケーションがファイル転送を開始する。データ転送が
完了した時に、デバイスＢは、接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳ（切断コマンド）を再び送信
するかもしれない。この結果、図９の点線で囲むシーケンス（再接続、データ転送）が繰
り返されてしまう。
【００６８】
　フレキシブルモードの機能（例えば、非接続状態において自動的に接続要求信号を送信
する機能）は、デバイス間の接続性を高めるという点で有用である。しかし、上述したよ
うに、デバイス間が近接状態のまま放置されると、再接続およびデータ転送の繰り返しと
いう問題が発生する可能性がある。
【００６９】
　本実施形態の接続制御プログラム１２１は、このような再接続およびデータ転送の繰り
返しの発生を防止できるようにするために、外部デバイス（Ｂ１）からの接続解除要求信
号によってＣＮＬ接続が解除された後に近接無線通信デバイス２０との新たな接続が確立
された外部デバイス（Ｂ２）の識別子と、接続解除要求信号を送信した外部デバイス（Ｂ
１）の識別子とを比較し、これら識別子が一致しない場合（外部デバイス（Ｂ２）は外部
デバイス（Ｂ１）と異なるデバイスである）は、外部デバイス（Ｂ２）と近接無線通信デ
バイス２０との間のデータ転送を実行し、これら識別子が一致した場合（外部デバイス（
Ｂ２）と外部デバイス（Ｂ１）が同じデバイスである）、外部デバイス（Ｂ２）と近接無
線通信デバイス２０との間のデータ転送を実行しない。例えば、接続制御プログラム１２
１は、これら識別子が一致した場合には、外部デバイス（Ｂ２）と近接無線通信デバイス
２０との間のデータ転送が再度実行されるのを防止するために、外部デバイス（Ｂ２）と
のネゴシエーションの実行を停止する。
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【００７０】
　ネゴシエーションの実行を停止する処理は、外部デバイスからの接続解除要求信号の受
信に起因してローカルデバイスとその外部デバイスとの間の接続が解除された後にローカ
ルデバイスとその外部デバイスとの間の接続が再確立されたことを条件に実行される。通
信タイムアウト後にデバイス間の接続が確立された場合には、データ転送のための制御シ
ーケンス（接続処理とも云う）、つまり、認証、ネゴシエーション、およびサービス実行
は、無条件に実行される。
【００７１】
　このように、ネゴシエーションフェーズにおいて処理を停止することは、フレキシブル
モードのデバイスと外部デバイスとの間で再接続およびデータ転送が繰り返されることを
防止することができる。
【００７２】
　なお、例えば、同じデバイスとの接続処理動作を続けてもよいかどうかをユーザに問い
合わせるためのメッセージをＬＣＤ１５に表示してもよい。もし接続処理を続行しないこ
とがユーザによって選択されたならば、接続制御プログラム１２１は、接続処理の実行（
例えば、ネゴシエーションの実行）が停止される。一方、もし接続処理動作の続行がユー
ザによって選択されたならば、接続制御プログラム１２１は、接続処理を続行する。
【００７３】
　次に、図１０を参照して、本実施形態の接続制御プログラム１２１によって実行される
通信制御動作の例について説明する。図１０において、デバイスＡは、デフォルトデバイ
スモードがフレキシブルモードであるデバイスであり、デバイスＢは、デフォルトデバイ
スモードがリアクティブモードであるデバイスである。本実施形態の電子機器１０はデバ
イスＡに相当する。
【００７４】
　デバイスＡとデバイスＢとの間の接続が確立された後、デバイスＡのデバイスモードは
プロアクティブモードに遷移する。デバイスＡの制御の下、デバイスＡとデバイスＢとの
間でデータ転送が実行される。例えばデータ転送が完了した時に、デバイスＢは、接続解
除要求信号Ｃ－ＲＬＳ（切断コマンド）を送信するかもしれない。　
　デバイスＡがデバイスＢからの接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳを受信した時、デバイスＡ
は、非接続状態に遷移すると共に、そのデバイスＡのデバイスモードをデフォルトデバイ
スモードであるフレキシブルモードに変更する。デバイスＡは、対向機器を検出するため
に、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑを送信する。デバイスＡは、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑに対する
受託を示す応答信号Ｃ_Ａｃｃ（図中“ＯＫ”）をデバイスＢから受信した時、デバイス
ＡとデバイスＢとの間の接続を確立する。そして、デバイスＡの接続制御プログラム１２
１は、接続中状態（connecting）６２から接続済み状態（connected）６３に遷移する。
【００７５】
　このようにして、接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳによる接続解除後にデバイスＡとデバイ
スＢとの間の接続が再確立された時、接続制御プログラム１２１は、同じデバイスとの接
続処理の続行の有無をユーザに確認するためのメッセージボックス７１、つまりデバイス
ＡとデバイスＢとの間の近接無線通信を続行するかをユーザに確認するためのメッセージ
、をＬＣＤ１５の表示画面上に表示する。メッセージボックス７１は、例えば、次の３つ
の条件が成立したときに表示される。
【００７６】
　条件１：　直前の接続解除の要因が外部デバイスからの接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳの
受信である。　
　条件２：　接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳの受信から所定時間（Ｘ秒）内に新たな接続が
確立された。　
　条件３：　ローカルデバイスに新たに接続された外部デバイスの識別子（ＵＩＤ）とロ
ーカルデバイスに前回接続された外部デバイスの識別子（ＵＩＤ）とが同一である（つま
り、同じ外部デバイスとの接続が再確立された）。
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【００７７】
　もし接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳを送信した外部デバイスがローカルデバイスに近接さ
れた状態のまま放置されているならば、所定時間（Ｘ秒）内に、接続解除要求信号Ｃ－Ｒ
ＬＳを送信した外部デバイスとローカルデバイスとの間の新たな接続が自動的に確立され
る。したがって、条件２は、接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳを送信した外部デバイスがロー
カルデバイスに近接された状態のまま放置されていたことを確認するための条件として使
用できる。もし、ユーザが、接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳを送信した外部デバイスを一旦
ローカルデバイスから離した後に再びその外部デバイスをローカルデバイスにタッチした
ならば、条件２は成立しない場合が多い。
【００７８】
　なお、条件１と条件２の２つの条件が成立したときに、メッセージボックス７１を表示
しても良い。ローカルデバイスに新たに接続された外部デバイスのＵＩＤとローカルデバ
イスに前回接続された外部デバイスのＵＩＤとが同一であるか否かは、例えば、認証中状
態（authenticating）７１における認証処理によって確認することが出来る。すなわち、
デバイスＡの接続制御プログラム１２１は、接続済み状態（connected）６３内の認証中
状態（authenticating）７１に入ると、ローカルデバイスに新たに接続された外部デバイ
スのＵＩＤと、ローカルデバイスに前回接続された外部デバイス（直前に接続解除要求信
号Ｃ－ＲＬＳを送信した外部デバイス）のＵＩＤとを比較し、それらＵＩＤが一致するか
否かを判定する。
【００７９】
　メッセージボックス７１内の「はい」ボタンがユーザによってクリックされたならば、
接続制御プログラム１２１は、通常通り、実行すべきサービスをネゴシエーションフェー
ズにおいて決定し、そして決定されたサービスをサービス実行フェーズにおいて実行する
。一方、メッセージボックス７１内の「いいえ」ボタンがユーザによってクリックされた
ならば、接続制御プログラム１２１は、ネゴシエーションフェーズにおいて処理を停止す
る。これにより、接続処理の進行は、例えば、ネゴシエーションが開始される直前（ネゴ
シエーションフェーズの先頭）で停止されるか、またはネゴシエーションの途中で停止さ
れる。よって、デバイスＡとデバイスＢとの間ではデータ転送のようないかなるサービス
も実行されない。
【００８０】
　デバイスＡのステートが接続済み状態（connected）６３の期間中においては、デバイ
スＡは、通信タイムアウトの発生の有無を監視することが出来る。したがって、デバイス
ＡのＰＣＬコントローラがネゴシエーションフェーズにおいて処理を停止している状態で
あっても、もしユーザによってデバイスＢがデバイスＡから離されたならば、通信タイム
アウトの発生が検出され、これによってデバイスＡのステート（接続制御ブログラム１２
１のステート）は非接続状態（unconnected）６１に遷移される。よって、デバイスＡは
新たな対向機器との接続を確立することが出来る。
【００８１】
　次に、図１１のフローチャートを参照して、図１０のシーケンスを実現するために通信
制御プログラム１２１によって実行される通信制御処理の手順の例を説明する。
【００８２】
　通信制御プログラム１２１は、データ転送のようなサービス実行の完了を対向機器に通
知した後、またはサービス実行の完了が対向機器からローカルデバイスに通知された後（
ステップＳ１１）、対向機器からの接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳ（切断コマンド）を受信
したか否かを判定する（ステップＳ１２）。
【００８３】
　接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳが受信されていないならば（ステップＳ１２のＮＯ）、通
信制御プログラム１２１のステートは、サービス無し状態（no service）７４に遷移する
（ステップＳ１３）。通信制御プログラム１２１のステートがサービス無し状態（no ser
vice）７４の期間中に通信タイムアウトによる切断イベントが発生すると（ステップＳ１
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４のＹＥＳ）、通信制御プログラム１２１は、ローカルデバイス（電子機器１０の近接無
線通信デバイス２０）と対向機器との間の接続を解除するために、必要に応じて、アクテ
ィブなＰＣＬアダプタを停止するといった処理を実行し、そしてローカルデバイスのＰＣ
Ｌコントローラのステートを非接続状態（切断状態）６１に設定する（ステップＳ１５）
。非接続状態（切断状態）６１においては、通信制御プログラム１２１は、ＣＮＬ層と共
同して接続要求信号を送信する処理を開始する。
【００８４】
　接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳが受信されたならば（ステップＳ１２のＹＥＳ）、通信制
御プログラム１２１は、ローカルデバイスと対向機器との間の接続を解除するための接続
解除処理（切断処理）を実行し、ローカルデバイスのＰＣＬコントローラのステートを非
接続状態（切断状態）６１に設定する（ステップＳ１６）。ステップＳ１６では、例えば
、アクティブなＰＣＬアダプタを停止するといった処理が実行される。
【００８５】
　そして、通信制御プログラム１２１は、ローカルデバイスのデバイスモードをデフォル
トモードであるフレキシブルモードに戻す（ステップＳ１７）。そして、通信制御プログ
ラム１２１は、接続要求信号を送信する処理を開始する（ステップＳ１８）。
【００８６】
　非接続状態（切断状態）６１において、通信制御プログラム１２１が対向機器からの応
答信号Ｃ_Ａｃｃ（または対向機器からの接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑ）を受信したならば（ス
テップＳ１９のＹＥＳ）、通信制御プログラム１２１は、ＣＮＬ層と共同して、応答信号
Ｃ_Ａｃｃまたは接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑを送信した対向機器とローカルデバイスとの間の
接続を確立し、そして接続済み状態（connected）６３内の認証中状態（authenticating
）７１に遷移する。通信制御プログラム１２１は、対向機器を認証し、そして上述の３つ
の条件が満たされているか否かを判定する（ステップＳ２０）。
【００８７】
　３つの条件が満たされているならば（ステップＳ２０のＹＥＳ）、通信制御プログラム
１２１は、メッセージボックス７１をＬＣＤ１５に表示して、同じデバイスとの接続処理
を続行するかどうかをユーザに確認する（ステップＳ２１）。
【００８８】
　もし接続処理の続行がユーザによって選択されたならば（ステップＳ２２のＹＥＳ）、
通信制御プログラム１２１は、データ転送の準備を行う（ステップＳ２３）。ステップＳ
２３では、通信制御プログラム１２１はネゴシエーションフェーズ（ネゴシエーション中
状態７２）に入る。そして、通信制御プログラム１２１は、ローカルデバイスと対向機器
との間の近接無線通信によって提供すべきサービスを決定するために、対向機器とのネゴ
シエーションをそのネゴシエーションフェーズにおいて実行する。そして、通信制御プロ
グラム１２１は、サービス実行フェーズ（サービス実行中状態７３）に入り、決定された
サービス（データ転送）をそのサービス実行フェーズにおいて実行する（ステップＳ２４
）。
【００８９】
　もし接続処理を続行しないことがユーザによって選択されたならば（ステップＳ２２の
ＮＯ）、通信制御プログラム１２１は、ネゴシエーションフェーズにおいて処理を停止す
る（ステップＳ２５）。この結果、対向機器とのネゴシエーションは実行されないので、
ローカルデバイスと対向機器との間の近接無線通信によって提供すべきサービスは決定さ
れない。したがって、ローカルデバイスおよび対向機器のどちらも、ＰＣＬアダプタおよ
びアプリケーションプログラムの各々を選択および起動することができない。よってサー
ビス（データ転送）は開始されない。接続処理が停止されている期間中に通信タイムアウ
トによる切断イベントが発生すると（ステップＳ２６のＹＥＳ）、通信制御プログラム１
２１は、ローカルデバイスのＰＣＬコントローラのステートを非接続状態（切断状態）６
１に設定する（ステップＳ１５）。
【００９０】
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　次に、図１２を参照して、本実施形態の接続制御プログラム１２１によって実行される
通信制御動作の他の例について説明する。図１２において、デバイスＡは、デフォルトデ
バイスモードがフレキシブルモードであるデバイスであり、デバイスＢは、デフォルトデ
バイスモードがリアクティブモードであるデバイスである。本実施形態の電子機器１０は
デバイスＡに相当する。
【００９１】
　デバイスＡとデバイスＢとの間の接続が確立された後、デバイスＡのデバイスモードは
プロアクティブモードに遷移する。デバイスＡの制御の下、デバイスＡとデバイスＢとの
間でデータ転送が実行される。例えばデータ転送が完了した時に、デバイスＢは、接続解
除要求信号Ｃ－ＲＬＳ（切断コマンド）を送信するかもしれない。　
　デバイスＡがデバイスＢからの接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳを受信した時、デバイスＡ
の接続制御プログラム１２１は、この時点で、メッセージボックス７２をＬＣＤ１５に表
示する。このメッセージボックス７２は、機器が電子機器１０にタッチされたままになっ
ていることをユーザに通知すると共に、この機器との再接続（接続処理の続行）の有無を
ユーザに確認するために用いられる。さらに、このメッセージボックス７２には、もし再
接続を望まない場合には機器を電子機器１０から離すことをユーザに勧めるメッセージも
表示される。
【００９２】
　接続制御プログラム１２１の制御の下、デバイスＡは処理を進める。すなわち、デバイ
スＡは、非接続状態に遷移すると共に、そのデバイスＡのデバイスモードをデフォルトデ
バイスモードであるフレキシブルモードに変更する。デバイスＡは、対向機器を検出する
ために、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑを送信する。デバイスＡは、接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑに対
する受託を示す応答信号Ｃ_Ａｃｃ（図中“ＯＫ”）をデバイスＢから受信した時、デバ
イスＡとデバイスＢとの間の接続を確立する。
【００９３】
　メッセージボックス７２内の「はい」ボタンがユーザによってクリックされたならば、
接続制御プログラム１２１は、通常通り、実行すべきサービスをネゴシエーションフェー
ズにおいて決定し、そして決定されたサービスをサービス実行フェーズにおいて実行する
。一方、メッセージボックス７２内の「いいえ」ボタンがユーザによってクリックされた
ならば、接続制御プログラム１２１は、ネゴシエーションフェーズにおいて処理を停止す
る。これにより、接続処理の進行は、例えば、ネゴシエーションが開始される直前で停止
されるか、またはネゴシエーションの途中で停止される。よって、デバイスＡとデバイス
Ｂとの間ではデータ転送のようないかなるサービスも実行されない。
【００９４】
　もしユーザによってデバイスＢがデバイスＡから離されたならば、通信タイムアウトの
発生が検出され、これによってデバイスＡのステート（接続制御ブログラム１２１のステ
ート）は非接続状態（unconnected）６１に遷移される。
【００９５】
　次に、図１３のフローチャートを参照して、図１２のシーケンスを実現するために通信
制御プログラム１２１によって実行される通信制御処理の手順の例を説明する。
【００９６】
　通信制御プログラム１２１は、データ転送のようなサービス実行の完了を対向機器に通
知した後、またはサービス実行の完了が対向機器からローカルデバイスに通知された後（
ステップＳ３１）、対向機器からの接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳ（切断コマンド）を受信
したか否かを判定する（ステップＳ３２）。
【００９７】
　接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳが受信されていないならば（ステップＳ３２のＮＯ）、通
信制御プログラム１２１のステートは、サービス無し状態（no service）７４に遷移する
（ステップＳ３３）。通信制御プログラム１２１のステートがサービス無し状態（no ser
vice）７４の期間中に通信タイムアウトによる切断イベントが発生すると（ステップＳ３
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４のＹＥＳ）、通信制御プログラム１２１は、ローカルデバイス（電子機器１０の近接無
線通信デバイス２０）と対向機器との間の接続を解除するために、必要に応じて、アクテ
ィブなＰＣＬアダプタを停止するといった処理を実行し、そしてローカルデバイスのＰＣ
Ｌコントローラのステートを非接続状態（切断状態）６１に設定する（ステップＳ３５）
。非接続状態（切断状態）６１においては、通信制御プログラム１２１は、ＣＮＬと共同
して接続要求信号を送信する処理を開始する。
【００９８】
　接続解除要求信号Ｃ－ＲＬＳが受信されたならば（ステップＳ３２のＹＥＳ）、通信制
御プログラム１２１は、まず、メッセージボックス７２をＬＣＤ１５に表示して、機器が
電子機器１０にタッチされたままになっていることをユーザに知らせるとともに、その機
器との再接続の意志をユーザに確認する（ステップＳ３６）。
【００９９】
　メッセージボックス７２が表示されている状態で、通信制御プログラム１２１は、ロー
カルデバイス（電子機器１０）と対向機器との間の接続を解除するための接続解除処理（
切断処理）を実行し、ローカルデバイスのＰＣＬコントローラのステートを非接続状態（
切断状態）６１に設定する（ステップＳ３７）。そして、通信制御プログラム１２１は、
ローカルデバイスのデバイスモードをデフォルトモードであるフレキシブルモードに戻す
（ステップＳ３８）。そして、通信制御プログラム１２１は、接続要求信号を送信する処
理を開始する（ステップＳ３９）。
【０１００】
　非接続状態（切断状態）６１において、通信制御プログラム１２１が対向機器からの応
答信号Ｃ_Ａｃｃ（または対向機器からの接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑ）を受信したならば（ス
テップＳ４０のＹＥＳ）、通信制御プログラム１２１は、ＣＮＬ層と共同して、応答信号
Ｃ_Ａｃｃまたは接続要求信号Ｃ_Ｒｅｑを送信した対向機器とローカルデバイスとの間の
接続を確立し、そして接続済み状態（connected）６３内の認証中状態（authenticating
）７１に遷移する。
【０１０１】
　通信制御プログラム１２１は、メッセージボックス７２内の「はい」ボタンまたは「い
いえ」ボタンのいずれがユーザによって選択されているかを判定する（ステップＳ４１）
。もし「はい」ボタン、つまり接続処理の続行がユーザによって選択されたならば（ステ
ップＳ４１のＹＥＳ）、通信制御プログラム１２１は、データ転送の準備を行う（ステッ
プＳ４２）。ステップＳ４２では、通信制御プログラム１２１はネゴシエーションフェー
ズ（ネゴシエーション中状態７２）に入る。そして、通信制御プログラム１２１は、ロー
カルデバイスと対向機器との間の近接無線通信によって提供すべきサービスを決定するた
めに、対向機器とのネゴシエーションをそのネゴシエーションフェーズにおいて実行する
。そして、通信制御プログラム１２１は、サービス実行フェーズ（サービス実行中状態７
３）に入り、決定されたサービス（データ転送）をそのサービス実行フェーズにおいて実
行する（ステップＳ４３）。
【０１０２】
　もし「いいえ」ボタンつまり接続処理を続行しないことがユーザによって選択されるか
、あるいは「はい」ボタンまたは「いいえ」ボタンのいずれもユーザによって選択されな
かったならば（ステップＳ４１のＮＯ）、通信制御プログラム１２１は、ネゴシエーショ
ンフェーズにおいて処理を停止する（ステップＳ４４）。この結果、ローカルデバイスと
対向機器との間の近接無線通信によって提供すべきサービスは決定されない。したがって
、ローカルデバイスおよび対向機器のどちらも、ＰＣＬアダプタおよびアプリケーション
プログラムの各々を選択および起動することができないので、サービスは開始されない。
接続処理が停止されている期間中に通信タイムアウトによる切断イベントが発生すると（
ステップＳ４５のＹＥＳ）、通信制御プログラム１２１は、ローカルデバイスのＰＣＬコ
ントローラのステートを非接続状態（切断状態）６１に設定する（ステップＳ３５）。
【０１０３】
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　以上のように、本実施形態によれば、たとえ外部デバイスからの接続解除要求の受信に
起因してその外部デバイスと本電子機器１０との間の接続が再度確立されても、前回接続
時と同じサービスが再度実行されることを防止することができる。
【０１０４】
　なお、本実施形態の接続制御プログラムの機能はハードウェアモジュールによって実現
することも可能である。
【０１０５】
　また本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されて
いる複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施
形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【０１０６】
　１０…電子機器、１１…システム制御部、１２ａ…通信制御プログラム、１０１ａ…Ｃ
ＰＵ、２０…近接無線通信デバイス、１２１…接続制御プログラム、１２３…接続制御部
、１２４…通信制御部、１２５…接続解除部。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】



(20) JP 5450673 B2 2014.3.26

【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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